
奈
良
県
中
小
企
業
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
八
号

奈
良
県
中
小
企
業
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
中
小
企
業
会
館
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
三
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

別
表
の
二
の
表
備
考
２
を
同
表
備
考
３
と
し
、
同
表
備
考
１
を
同
表
備
考
２
と
し
、
同
表
備
考
２
の

前
に
同
表
備
考
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後
三
年
を
経

過
し
て
い
る
も
の
が
同
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
使
用
料

は
、
使
用
開
始
の
日
か
ら
二
年
を
超
え
三
年
以
内
の
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2015-03-20T17:42:15+0900
	naraken.




